


御存じですか？
～運転適性相談窓口の御案内～

下記の病気により、自動車等の運転に支障がある方は、

症状等によっては、運転免許が取得できなかったり、取り消

警察では、病気にかかっていされたりする場合があります。

自動車等の運転に不安がある方のための相ること等により

を設けております。談窓口

運転免許の取得及び運転免許証の更新の手続を適正に
運転免許申請又は運転免許証更新申請時実施するため、

には、自身の症状に関する「質問票」に正確に記載してくだ
虚偽の記載があった場合、罰則が適用されることがあさい。

ります。
病気等で、自動車等の運転に不安がある方は、運転適性

相談窓口まで相談してください。（電話による予約制）

○ 宮城県運転免許センター （０２２－３７３－３６０１）
○ 石巻運転免許センター （０２２５－８３－６２１１）
○ 古川運転免許センター （０２２９－２２－８０１１）
○ 仙南運転免許センター （０２２４－５３－０１１１）
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次の事項について、該当する□に（チェック）印を付けて回答してください。

１ 過去５年以内において、病気（病気の治療に伴う症状を含みます ）。
□はい □いいえ

を原因として、又は原因は明らかでないが、意識を失ったことがある。

２ 過去５年以内において、病気を原因として、身体の全部又は一部が、
□はい □いいえ

一時的に思い通りに動かせなくなったことがある。

３ 過去５年以内において、十分な睡眠時間を取っているにもかかわら
ず、日中、活動している最中に眠り込んでしまった回数が週３回以上 □はい □いいえ
となったことがある。

４ 過去１年以内において、次のいずれかに該当したことがある。
・飲酒を繰り返し、絶えず体にアルコールが入っている状態を３日
以上続けたことが３回以上ある。 □はい □いいえ
・病気の治療のため、医師から飲酒をやめるよう助言を受けている
にもかかわらず、飲酒したことが３回以上ある。

５ 病気を理由として、医師から、運転免許の取得又は運転を控えるよ
□はい □いいえ

う助言を受けている。
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上記のとおり回答します。 回答者署名

（注意事項）
１ 各質問に対して「はい」と回答しても、直ちに運転免許を拒否若しくは保留され、又は既
に受けている運転免許を取り消され若しくは停止されることはありません。
（運転免許の可否は、医師の診断を参考に判断されますので、正確に記載してください ）。

２ 虚偽の記載をして提出した方は、１年以下の懲役又は３０万円以下の罰金に処せられます。
３ 提出しない場合は手続ができません。

「質問票」の内容に
あなた自身の症状について正確に回答して下さい。



○ 免許の取得に関し不安がある場合には、
警察に相談してください。

○ 体調不良などの理由により、運転に支障が
あると感じたときは、運転を控えてください。

～ 処方されている薬を飲み忘れたときや、睡眠不足で
体調が悪いときなど ～

○ 運転に支障のある状況が、長期間又は頻繁
にある場合は、警察に相談してください。

※ 運転適性相談窓口では、一定の病気にかかっている方などの
運転免許に関する相談を受け付けています（電話による予約制）

○ 免許取得・免許証更新時には、自身の症状
に関する質問票に正確に記載してください。

～ 虚偽の記載があった場合、
罰則が適用されることがあります。 ～

○宮城県運転免許センター （ ０ ２ ２－ ３ ７ ３－ ３ ６ ０ １ ）

○石巻運転免許センター （ ０ ２ ２ ５－ ８ ３－ ６ ２ １ １ ）

○古川運転免許センター （ ０ ２ ２ ９－ ２ ２－ ８ ０ １ １ ）

○仙南運転免許センター （ ０ ２ ２ ４－ ５ ３－ ０ １ １ １ ）

～ 宮城県運転免許センターには、運転適性相談
窓口を設置し、相談をお受けしています。 ～

運転免許を取得しようとしている方又
は、運転免許を持っている方への
お願い


